
知多中部広域事務組合告示第１２号 

 

知多中部広域事務組合斎場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年知多

中部広域事務組合規則第３号）第２条の規定に基づき、半田斎場における令和７年

１月１日から令和７年１２月３１日までの休業日を次のように定める。 

 

令和６年１２月２日 

 

知多中部広域事務組合 

管理者半田市長 久 世 孝 宏 

 

 

１月 (１日) ２日 ８日 １４日 ２０日 ２６日 ３０日 

２月 ５日 １１日 １７日 ２３日 ２８日   

３月 ６日 １２日 １８日 ２４日    

４月 ３日 ９日 １５日 ２１日 ２７日   

５月 ２日 ８日 １４日 ２０日 ２６日 ３０日  

６月 ５日 １１日 １７日 ２３日 ２７日   

７月 ３日 ９日 １５日 ２１日 ２７日   

８月 ２日 ８日 １４日 ２０日 ２４日 ３０日  

９月 ５日 １１日 １７日 ２２日 ２８日   

１０月 ４日 １０日 １６日 ２６日    

１１月 １日 ７日 １３日 １９日 ２４日 ３０日  

１２月 ６日 １２日 １８日 ２３日 ２９日   

 

備考：上記の休業日にかかわらず、他の法令に基づく火葬執行はこの限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 


